
 

滋賀県労働委員会は、労働トラブル解決のプロフェッショナル。 

弁護士などの公益委員、労働組合幹部などの労働者委員、企業役員などの使用者委員 

が三人一組で専門知識と豊富な経験で、あなたの悩み事に的確にアドバイスします。 

滋賀県労働委員会 
〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号 

https://www.pref.shiga.lg.jp/roudo/ 

相談費用は無料 

相談内容の秘密は 

厳守します。 

そんな職場での悩み事 

労働相談で 

 解決してみませんか？ 

令和８年度開催 

相
談
会
日
程   

 

令和８年   ４月2４日(金) 

    ５月2２日(金) 

    ６月2６日(金) 

    ■７月2４日(金) 

    ■８月2８日(金) 

    ９月2５日(金) 

   

１０月２３日（金）       

 １１月2７日(金) 

    １２月2５日(金) 

令和９年 ■１月2２日(金) 

    ■２月2６日(金) 

    ３月2６日(金) 

(※■はオンライン相談のみ)   

時
間
帯 

１４：４５～１７：１０ 【■以外】 

(①１４：４５～１５：３０、②１５：３５ 

～１６：２０、③１６：２５～１７：１０)  

１７：３０～１９：５５ 【■オンライン相談日】 

(①１７：３０～１８：１５、②１８：２０  

～１９：０５、③１９：１０～１９：５５) 

時間帯は先着順です。 

会
場  

【■以外】滋賀県庁東館５階 

                         労働委員会室 

【■オンライン相談日】Web 

※Webにて実施のため対面での   

   相談はお受けできません。 

 

申
込
方
法 

電話または「しがネット受付サービス」による事前の申

込みが必要です。詳細はホームページをご覧ください。 

                (平日9：00～1６：３0) 

申込みは各回２日前の午前中までにお願いします。 

 



弁護士や学者等、法律のスペ

シャリストである公益委員と、労働組合幹

部などの労働者委員、企業役員などの使用

者委員が三人一組で相談に応じます。三者

それぞれの立場から、相談者の悩みを円満

に解決する方法を中立・公正に考えます。 

労働委員会とは、労働者や労働

組合と使用者(会社や事業主)の間でトラブ

ルが起き、自分たちだけでは解決できそう

にないときに、両者の間に立ち、話し合い

による解決のお手伝いをする、県の行政機

関です。 

滋賀県庁東館５階 

        労働委員会室 

大津市京町四丁目１番１号 

 

 

JR琵琶湖線 

 大津駅北口から東へ徒歩約５分 

京阪石山坂本線 

 島ノ関駅から南へ徒歩約５分 

 会場 (■オンライン相談日以外の会場) 

アクセス 

※ 本館や新館からの入館時は、まず東館２階まで移動したうえでエレベーターで５階までお上がりください。 

※ 来庁者用駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関を御利用ください。 

10月には県内各地で労働相談会

を開催する予定です。詳しい情報が決まり

次第、ホームページ等でお知らせします。

また、職員による電話相談も受け付けてい

ますので、職場のトラブルで悩んだらまず

はお電話ください。 

滋賀県内で働いている人、滋賀

県内に住んでいる人であれば誰でも相談で

きます。また、県内企業の役員や人事担当

者等、使用者側の方も相談できます。 

ただし、御家族など、本人以外のトラブル

についての相談はお受けできません。 

申込時や相談時にお伺いした情報は、労働委員会以外の 

第三者への提供や公開は一切行いません。 

秘密は厳守いたしますので、安心して御利用ください。 

誰でも相談できるの？ 県庁以外では相談できないの？ 

相談の相手はどんな人？ 労働委員会って？ 

労働相談についての御質問や、電話相談、その他お問合せは                        まで 


